
諮問文及び諮問理由

参考資料１



 

 
                                    

                         国 道 総 第 ５ ３ ７ 号 

令 和 ６ 年 ３ 月 １ 日 

 

社会資本整備審議会 

 会長   安永 竜夫 様 

 

 

国土交通大臣 斉藤 鉄夫 

 

 

 

 

諮  問 

 

 

 

 国土交通省所管公共事業の新規事業採択時評価実施要領に基づき、令和６年度

予算に係る道路事業（直轄事業）の新規事業採択時評価について、ご意見を承り

たい。 



諮問理由 

 

「国土交通省所管公共事業の新規事業採択時評価実施要領第４ １（３）①直轄

事業」において、「本省等は、当該事業の予算化について、直轄事業負担金の負

担者である都道府県・政令市等に意見を聴いた上で、学識経験者等の第三者から

構成される委員会等の意見を聴く」こととされている。 

 

令和６年度予算に係る道路事業（直轄事業）の新規事業採択時評価にあたり、

同要領に掲げる「学識経験者等の第三者から構成される委員会等」として、社会

資本整備審議会にご意見を承るものである。 



 

国社整審第８９号 

令和６年３月４日 

 

 

　道路分科会 

　　　分科会長　石田　東生　殿 

 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　社会資本整備審議会 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　会長　　安永　竜夫 

 

 

 

令和６年度予算に係る道路事業（直轄事業）の新規事業採択時評価 

について（付託） 

 

 

　令和６年３月１日付け国道総第５３７号により当審議会に諮問された令

和６年度予算に係る道路事業（直轄事業）の新規事業採択時評価について

は、社会資本整備審議会運営規則第８条第１項の規定により、道路分科会

に付託します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
                                    

                         国 道 総 第 ５ ３ ８ 号 

令 和 ６ 年 ３ 月 １ 日 

 

社会資本整備審議会 

 会長   安永 竜夫 様 

 

 

国土交通大臣 斉藤 鉄夫 

 

 

 

 

諮  問 

 

 

 

 道路事業（別紙の事業）の整備計画の変更について、ご意見を承りたい。 

 



諮問理由 

 

 高速自動車国道法施行規則 第三条において、「令第二条第四項第二号の国土

交通省令で定める範囲内の増額は、国土交通大臣が、二人以上の学識経験を有す

る者の意見を聴いて、増額の事由に応じて必要と認める範囲内の増額とする」こ

ととされている。 

 また、高速自動車国道法施行令の一部を改正する政令案の閣議決定（平成２７

年１１月１３日閣議決定）において、暫定２車線区間の４車線化等について、第

三者委員会での議論等の透明性の確保策を前提としつつ、高速自動車国道の整備

計画の変更等に係る手続の見直しを行うとしたところ。 

更に、「高規格幹線道路等の事業実施に向けた手続きについて」（平成２１年

３月４日国土交通大臣決定（平成２４年４月１７日一部改定））において、一般

国道自動車専用道路の整備計画を決定及び内容変更する必要がある場合には、社

会資本整備審議会 道路分科会の議を経ることとされている。 

以上を踏まえ、整備計画変更にあたり、社会資本整備審議会にご意見を承るも

のである。 



 

国社整審第９０号 

令和６年３月４日 

 

 

　道路分科会 

　　　分科会長　石田　東生　殿 

 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　社会資本整備審議会 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　会長　　安永　竜夫 

 

 

 

道路事業の整備計画の変更について（付託） 

 

 

　令和６年３月１日付け国道総第５３８号により当審議会に諮問された道

路事業の整備計画の変更については、社会資本整備審議会運営規則第８条

第１項の規定により、道路分科会に付託します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
国 道 総 第 ５ ３ ９ 号  

令 和 ６ 年 ３ 月 １ 日 

 

社会資本整備審議会 

 会長   安永 竜夫 様 

 

 

国土交通大臣 斉藤 鉄夫 

 

 

 

 

諮  問 

 

 

 

 道路事業（別紙の事業）の事業主体、施行区分等について、ご意見を承りたい。 

 



諮問理由 

 

《事業主体、施行区分》 

社会資本整備審議会道路分科会第３回事業評価部会（平成２３年５月２７日開

催）において、事業の責任分担やプロセスを明確化するため、事業主体・施行区

分の検討又は有料投資額の変更（約１割以上）に際して、社会資本整備審議会道

路分科会事業評価部会で意見聴取するとされたところ。 

上記を踏まえ、事業主体・施行区分の検討又は有料投資額の変更を行うため、

社会資本整備審議会にご意見を承るものである。 

 



 

国社整審第９１号 

令和６年３月４日 

 

 

　道路分科会 

　　　分科会長　石田　東生　殿 

 

 

　　　　　　　　　　　　　　　社会資本整備審議会 

　　　　　　　　　　　　　　　　　会　長　　安永　竜夫 

 

 

 

道路事業の事業主体・施行区分等について（付託） 

 

 

　令和６年３月１日付け国道総第５３９号により当審議会に諮問された道

路事業の事業主体・施行区分等については、社会資本整備審議会運営規則

第８条第１項の規定により、道路分科会に付託します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




